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施
行
迫
る
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
を
テ
ー
マ
に

第
３
回
な
く
そ
う
！
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
北
海
道
集
会

TOPIC　
◇
　
札
幌
で
三
回
目
の
北
海
道
集
会
開
催

　

二
〇
一
九
年
八
月
二
〇
日
（
火
）、北
海
学
園
大
学
（
札

幌
市
豊
平
区
）
の
教
室
（
七
号
館
三
階
Ｄ
30
番
教
室
）
を

会
場
に
、「
第
三
回
な
く
そ
う
！
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

北
海
道
集
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。

　

い
わ
ゆ
る
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問
題
の
解
消
を
め
ざ

す
同
名
の
集
会
は
、
二
〇
一
九
年
八
月
時
点
で
、
東
京
で

一
〇
回
、
大
阪
で
六
回
、
沖
縄
で
一
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

北
海
道
集
会
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
に
第
一
回
、
二
〇
一

八
年
二
月
に
第
二
回
を
開
催
し
て
き
て
お
り
、
今
回
が
三

回
目
。
お
盆
明
け
か
ら
程
な
い
平
日
夜
（
一
八
時
三
〇
分

～
二
一
時
）
の
開
催
で
は
あ
っ
た
が
、
約
六
〇
人
も
の
参

加
者
が
集
ま
っ
た
。

　

集
会
の
直
前
（
一
七
時
～
一
八
時
）
に
は
、
集
会
の
プ

レ
企
画
と
し
て
、
主
に
道
内
自
治
体
議
会
の
議
員
を
対
象

に
し
た
情
報
交
流
会
も
開
催
さ
れ
、
こ
ち
ら
に
は
議
員
や

労
働
組
合
関
係
者
ら
約
二
〇
人
が
参
加
し
た
。

　

集
会
の
主
催
者
は
、
前
回
、
前
々
回
と
同
じ
く
、「
札
幌

市
公
契
約
条
例
の
制
定
を
求
め
る
会
」（
代
表
＝
伊
藤
誠

一
弁
護
士
）
を
中
心
に
市
内
の
弁
護
士
団
体
、市
民
団
体
、

研
究
機
関
な
ど
全
五
団
体
で
構
成
す
る
実
行
委
員
会
（
代

表
同
）
で
あ
る
。
当
研
究
所
も
、
二
〇
一
四
年
度
か
ら
所

内
に
設
置
し
て
い
る
「
非
正
規
公
務
労
働
問
題
研
究
会
」

（
主
査
＝
川
村
雅
則
・
北
海
学
園
大
学
教
授
）
の
活
動
の

一
環
と
し
て
実
行
委
員
会
に
参
画
し
、
企
画
・
運
営
に
協

力
し
た
。

　

今
回
の
集
会
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題

は
、「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
」
で
あ
る
。
前
回
集
会

で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
労
契
法
の
無
期
転
換
問
題
」
と
と
も

に
す
で
に
一
度
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
だ
が
、
制
度
施
行
が

来
年
（
二
〇
二
〇
年
）
四
月
に
迫
り
、
各
自
治
体
で
は
目

下
、
同
制
度
の
導
入
に
向
け
た
労
使
間
協
議
な
ど
が
進
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
下
の
状
況
を
踏
ま
え
、
今
次
集
会

で
も
再
び
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

　
◇
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
へ
の
切
り
替
え
の

　
　
明
暗

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
は
、
自
治
体
の
い
わ
ゆ
る
非

正
規
公
務
員
（
臨
時
・
非
常
勤
職
員
）
に
関
わ
る
新
た
な

制
度
で
あ
る
。「
地
方
公
務
員
法
」お
よ
び「
地
方
自
治
法
」

の
二
〇
一
七
年
改
正
に
よ
り
導
入
が
決
め
ら
れ
、
以
降
、

二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
の
制
度
施
行
に
向
け
て
準
備
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。

　

同
制
度
に
対
す
る
評
価
と
し
て
、従
来
の
制
度
と
比
べ
、

非
常
勤
職
員
へ
の
手
当
支
給
が
法
律
上
妨
げ
ら
れ
な
く
な

る
と
と
も
に
、
勤
続
上
限
や
空
白
期
間
の
撤
廃
な
ど
、
一

定
の
改
善
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
期
待
感
が
も
た
れ
る

一
方
、
同
じ
職
種
に
就
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
条
件

付
き
採
用
期
間
が
毎
年
一
カ
月
設
け
ら
れ
る
、
特
別
職
非

常
勤
職
員
の
労
働
基
本
権
が
剥
奪
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
い

く
つ
か
の
問
題
点
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

同
制
度
の
施
行
に
向
け
て
準
備
中
の
今
、
現
状
（
二
〇

一
九
年
夏
段
階
）
を
見
渡
す
と
、
い
く
つ
か
の
困
難
が
指

摘
で
き
る
。

　

第
一
に
、
新
制
度
の
導
入
の
前
提
に
は
、
自
治
体
ご
と

に
異
な
る
従
来
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
制
度
の
運
用
実
績

が
あ
り
、
改
善
策
や
留
意
点
を
一
律
に
整
理
し
き
れ
な
い

と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
新
制
度
導
入
の
狙
い
の
一

つ
に
は
、
自
治
体
ご
と
に
バ
ラ
ツ
キ
が
出
て
い
る
臨
時
・

非
常
勤
職
員
制
度
（「
地
方
公
務
員
法
」
第
三
条
第
三
項

第
三
号
、
第
一
七
条
、
第
二
二
条
）
の
法
的
統
制
の
確
保

が
あ
る
が
、
各
自
治
体
に
お
け
る
従
来
制
度
の
ル
ー
ル
の

中
に
は
、
長
年
の
運
用
を
経
る
な
か
で
整
備
さ
れ
、
ま
た
、

各
職
員
労
組
が
勝
ち
取
っ
て
き
た
要
素
も
含
ま
れ
る
。
こ

れ
が
新
制
度
へ
の
切
り
替
え
を
機
と
し
て
、給
料
（
報
酬
）

の
月
当
た
り
額
の
減
額
な
ど
、
当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益

な
変
更
が
行
わ
れ
た
り
、
既
存
の
権
利
が
す
べ
て
リ
セ
ッ

ト
さ
れ
る
可
能
性
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
多
く
の
自
治
体
で
準
備
作
業
に
遅
れ
が
出
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
総
務
省
が
二
〇
一
七
年
八
月
に
提
示

し
た
「
制
度
導
入
等
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
で
は
、
二
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〇
一
八
年
度
中
に
新
制
度
の
根
拠
条
例
の
制
定
を
済
ま
せ

て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
少
な
く
と
も
道
内

の
自
治
体
で
は
二
〇
一
九
年
夏
の
時
点
で
条
例
制
定
を
済

ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
は
一
つ
も
無
く
、
全
国
的
に
も
同
様

の
状
況
が
見
ら
れ
る
。
遅
れ
の
背
景
に
は
、
国
に
よ
る
財

政
措
置
の
行
方
が
依
然
と
し
て
不
透
明
で
あ
る
こ
と
が
大

き
い
。

　

第
三
に
、
な
る
べ
く
多
く
の
自
治
体
で
よ
り
望
ま
し
い

制
度
の
実
現
を
目
指
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
各
自
治
体
で

新
制
度
の
中
味
が
固
ま
っ
て
か
ら
で
は
手
遅
れ
で
あ
り
、

労
使
間
の
協
議
が
進
行
中
の
段
階
で
の
働
き
か
け
が
求
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
◇  

当
事
者
に
寄
り
添
う
新
制
度
の
確
立
を
め
ざ

　
　
し
て

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
今
次
集
会
で
は
、
多

く
の
自
治
体
で
、
非
正
規
公
務
員
当
事
者
に
と
っ
て
、
な

る
べ
く
質
の
高
い
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
実
現
さ
れ

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、
先
行
す
る
本
州
等
の
自
治
体
の

議
論
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
つ
つ
、
道
内

自
治
体
の
現
状
、
新
制
度
導
入
に
お
い
て
目
指
す
べ
き
方

向
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
。

　

集
会
は
、
主
催
者
（
実
行
委
員
会
）
の
代
表
で
あ
る
伊

藤
誠
一
氏
の
開
会
挨
拶
で
ス
タ
ー
ト
。
こ
の
中
で
、
非
正

規
公
務
員
が
法
の
狭
間
に
立
た
さ
れ
、
労
働
基
本
権
の
確

立
に
お
い
て
民
間
に
立
ち
後
れ
て
い
る
こ
と
、
今
回
の
法

改
正
が
そ
の
面
で
改
善
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
当
事
者
の
た
め

に
よ
り
良
い
新
制
度
の
確
立
が
各
自
治
体
で
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
が
ま
ず
強
調
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、
三
名
の
講
演
者
・
報
告
者
が
順
に
登
壇
し
、

そ
れ
ぞ
れ
講
演
も
し
く
は
報
告
を
行
っ
た
。

　

ま
ず
、川
村
雅
則
氏
（
北
海
学
園
大
学
教
授
）
か
ら
は
、

官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問
題
あ
る
い
は
非
正
規
公
務
員
問

題
の
要
点
を
整
理
し
、
ま
た
、
総
務
省
の
公
表
デ
ー
タ
に

基
づ
く
道
内
自
治
体
（
道
庁
、
三
五
市
）
の
臨
時
・
非
常

勤
職
員
の
数
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
、
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
の
問
題
点
と
し
て
、
全
国
標
準
化
に
よ
る
労
働

条
件
の
引
き
下
げ
、
有
期
雇
用
問
題
の
固
定
化
な
ど
が
指

摘
さ
れ
た
。

　

次
い
で
安
田
真
幸
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
研
究
会
理
事
）
か
ら
は
、
自
治
体
の
臨
時
職
員
問
題

の
歴
史
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
公
募
制
の
導
入
の
有

無
な
ど
、
首
都
圏
の
一
部
の
自
治
体
に
お
け
る
新
制
度
の

到
達
水
準
な
ど
に
つ
い
て
情
報
提
供
が
行
わ
れ
た
。
あ
わ

せ
て
、
新
制
度
が
「
地
方
公
務
員
法
」
の
理
念
を
壊
し
、

正
職
員
と
会
計
年
度
任
用
職
員
の
差
別
や
分
断
を
さ
ら
に

強
固
に
す
る
と
の
恐
れ
が
述
べ
ら
れ
、
こ
う
し
た
状
況
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
全
国
の
労
働
運
動
の
さ
ら
な
る
連
帯

が
必
要
で
あ
る
と
呼
び
か
け
た
。

　

最
後
に
、
小
川
博
幸
氏
（
帯
広
市
嘱
託
職
員
労
働
組
合

副
委
員
長
）
か
ら
は
、
現
時
点
で
は
か
な
り
貴
重
な
情
報

提
供
と
し
て
、
帯
広
市
に
お
け
る
新
制
度
の
検
討
状
況
、

市
の
提
案
内
容
、
労
使
間
で
の
妥
結
内
容
に
つ
い
て
報
告

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
新
制
度
に
関
す
る
労
使
間
の

協
議
は
、
制
度
施
行
後
も
継
続
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

る
こ
と
も
述
べ
ら
れ
た
。

  

今
次
集
会
に
か
か
る
資
料
集
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
・

第
二
回
集
会
と
同
様
に
、実
行
委
員
会
で
作
成
中
で
あ
る
。

準
備
が
整
い
次
第
、
ウ
ェ
ブ
上
な
ど
で
公
開
さ
れ
る
。
当

研
究
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
掲
載
を
予
定
し
て
お
り
、
詳

細
は
後
日
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

＜

編
集
部
・
正
木
浩
司＞


